
令和4年 令和5年 令和6年

※西尾張中央道～名四国道
通り抜けができないようになり

ます。
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工事場所

１　工事概要

地盤沈下対策事業　飛島北部地区　古川その１工事

飛島村大字服岡　地内　（右図を参照）

令和4年10月中旬～令和6年3月19日（予定）

原則、日曜日、年末年始を除く毎日　　８:００～１７：００　（祝祭日は作業予定）

※地元調整などで休日施工となる場合はご容赦ください。

古くなった鋼矢板護岸を改修する工事

令和5年4月～9月末　農免道路の昼間片側交互通行規制を適宜行います。

令和5年10月～令和6年3月末　農免道路の終日通行止規制を行います。

事前に看板等でお知らせいたします（右図、工程表を参照）

２　連絡先

海部建設株式会社　工事部 電話：　０５６７－９５－３３４６　

現場責任者：　茶木　（携帯　０９０－１８３５－７２３９）

愛知県　海部農林水産事務所　排水対策課

担当：　伊佐地 電話：　０５６７－２４－２１１１　（内線325）

飛島土地改良区

担当：　大橋、伊藤(優) 電話：　０５６７－５２－１０５３

飛島村開発部　経済課

担当：　服部 電話：　０５６７－９７－３４６９　

３　その他

・不明な点がございましたら、上記へご連絡をお願いします。

交通規制他

発 注 者

記

工 事 名

施 工 業 者

関 係 機 関

　日頃より、公共工事に対しご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　このたび、古川護岸の改修工事を、下記のとおり実施しますので、ご協力をよろしくお願いしま

す。

　工事期間中、付近住民の皆様方には何かとご迷惑をおかけいたしますが、安全に十分留意して

工事を進めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 期 間

電子地形図タイル（国土地理院）を加工して作成

※大型車は西尾張中央道（神戸新田交差点）と名四国道（飛島農免西交差点）に案

内看板を設置してお知らせをしますので、ご協力をお願いします。

工事区間L=600ｍ
（古川その１工事）

普通車
う回路

工程表

B  片側交互通行 A  終日通行止

至西尾張
中央道

至

名四国道

9:00～17：00
適宜行います。

広 域 図

A区間（橋梁２箇所間）の施工中は終日通行止めとなります。
B区間は昼間片側交互通行規制を適宜行います。※毎日では

ありません。

A

B

名四国道

✖神戸新田

東神戸

飛島農免西

飛島大橋南

令和5年10月2日～

令和6年3月19日
通り抜けできません

工事区間L=300ｍ
（古川その２工事）
～R6.1.19まで
通行止め

大型車両
う回路


